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国内G内取引も書類保存義務化の可能性
シェアードコスト等の算定根拠を調査で提示できなければ青色取消しも

税 務

　令和8年度税制改正では、納税環境整備
の項目の一つとして「企業グループ間の取
引に係る書類保存の特例」が創設される。
これは、企業グループ内の法人間で行われ
る特定の取引について、支払額の妥当性を
立証するための書類保存を義務付ける制度
であり、令和8年4月1日から施行される。
　現行法人税法上も取引書類の保存義務は
あるが、税務調査においてグループ内の
「シェアードコスト取引」等の実態解明が
困難な事例が頻発している。税務調査にお
いては調査対象法人の協力の下で必要な資
料の提示・提出を受けているところ、税務
当局は国外関連者に対する経費支払い（特
に間接経費）の実態確認に苦慮していると
のことであり、「特に国外に所在している
法人との取引については、反面調査が困難
である等、当局が取り得る手段が限定され

ているため、その取引実態の確認には調査
対象者による支払いの詳細な情報の提供が
必須」だという。また、「例えば、極めて単
純に利益調整が可能となる、グループ会社
間で経費配賦を行うシェアードコスト契約
が普及しているところ、調査対象者から十
分な資料の収集ができなかったことが要因
の一つとなり、実態確認ができなかった事
例が発生」しているとのことだ。
　一方、国外親会社から多額の間接費配賦
を受けている日本子会社が「詳細は親会社
が管理しており不明」「調査時に要求され
てから用意すればよい」として、十分な資
料提供を行わないケースが見られたとい
う。財務省は、このような「資料がないこ
とを理由とした実態確認の拒否」を封じ込
め、恣意的な利益調整や国外への所得流出
を防止することを目的として、本制度の創
設に踏み切ったようだ。
　本制度は、内国法人が「関連者」との間
で「特定取引」を行った場合に適用される。
「関連者」とは、移転価格税制における「特
殊の関係」と同様、発行済株式等の50%以
上を直接・間接に保有されている関係にあ
る法人や、事業方針を実質的に決定できる
関係にある法人を指すが、「国外関連者」
との限定はないため、内国法人との取引も
同制度の適用対象になる可能性がある。
　「特定取引」には、販売費や一般管理費

企業グループ間の取引に係る書類
保存の特例、内国法人との取引も
適用対象になる可能性。

既存の移転価格税制による文書化
書類の中に「支払額の根拠の詳細
を確認できる資料」が含まれてい
れば、新しく別の文書を作成する
必要はなく、また、契約書や算定
式等の根拠資料が備えられていれ
ば可とされる方向。
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等の費用の基因となる取引が該当するとさ
れている。具体的には、①無形資産（工業
所有権・著作権・プログラムの著作物等）
の譲渡・貸付け、②役務の提供（シェアー
ドコスト取引等）：研究開発、広告宣伝、
共通システムの使用・維持管理、経営の管
理・指導、情報の提供等、③これらに類す
る取引を指す。
　「関連者」との間で「特定取引」を行っ
た場合において、「取引関連書類等」（注文
書、契約書、送り状、領収書、見積書やそ
の電磁的記録等）にその取引に関する資産
又は役務の提供の明細、支払対価の額の計
算の明細等その取引に係る対価の額を算定
するために必要な事項の記載又は記録がな
いときは、記載又は記録がない事項を明ら
かにする書類（電磁的記録を含む）を取得
し、又は作成し、かつ、これを保存しなけ
ればならないとされている。書類の保存が
法令の定めに従って行われていないこと
は、青色申告の承認の取消事由等となる。
　本誌取材によると、既存の移転価格税制
による文書化書類の中に「支払額の根拠の

詳細を確認できる資料」が含まれていない
場合には、別途、本特例に基づく資料の作
成・保存が求められる一方、既にそれらの
資料が存在する場合には、新しく別の文書
を作成する必要はないとの整理になる方
向。また、保存書類には個別金額まで逐一
明示する必要はなく、契約書や算定式（計
算ロジック）等の根拠資料が備えられてい
れば済む模様だ。
　ただ、本制度では取引に関する客観的な
算定根拠を証明できる書類の適切な保存が
明確に求められており、調査時にこれらの
書類を提示・提出できない場合、青色申告
の承認が取り消されるリスクが生じる。本
制度は令和8年4月1日以降に行われる取
引について適用されるため、残された時間
はそれほど多くない。企業は早急に国内外
のグループ間取引を洗い出し、既存の契約
書や請求書に「算定根拠」が十分に記載さ
れ、該当する書類等が適切に保存されてい
るか点検するとともに、国外も含む「関連
者」への協力要請や適切な文書化のための
プロセスを構築する必要があろう。

N－2期
（基準期間）

N期
（課税期間）N－1期

（注） 図内の　　は事業の課税売上高の規模を示す

【図表】各企業における中堅企業向け賃上げ促進税制の適用対象の可否

【概要図】

【図】多額の課税売上げを有する法人に係る消費税の簡易課税制度の適用（特定）
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各拠点の販売費や製品製
造に係る間接経費等を集
約して、一定の算定根拠を
基に各拠点に一括配賦。

調査対象法人以外に関す
る経費が含まれている疑義

質問検査権行使し、資料の
提出を要求

十分な資料提供がなされず

実態確認できず

課税関係の適正化を図る観点から、取引の詳細が分かる資
料について、新たに作成・保存を義務付けることとする。
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